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令和8年度 税制改正大綱 ～消費税～ 

令和8年度税制改正大綱が公表されました。その改正内容のうち、消費税の改正の概要についてお知らせいたします。 
＜消費課税＞ 

１ インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置（いわゆる２割特例）の見直し 
インボイス制度の導入時に経過措置として設けられた 2 割特例について、経過措置終了後は簡易課税制度への移
行が予定されているところ、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要と考えられる一定の個
人事業者については、その納税額を売上税額の 3 割とすることができる経過措置をさらに 2 年に限り講ずる。 

(1) 現行制度（経過措置）のあらまし 
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(2) 見直しの基本的考え方 

いわゆる２割特例の終了後は、簡易課税制度への移行が原則となるが、イ ンボイス制度の定着に向けて事務負担
への配慮がより必要と考えられる個人事業者については、課税事業者を選択してインボイス発行事業者になってい
る場合には、これまで２割特例の対象となっている個人事業者も含め、その納税額を売上税額の３割とすることが
できる経過措置を２年に限り講ずる。 なお、インボイス制度開始後に課税事業者となった小規模事業者等が意図せ
ず消費税を滞納すること等がないよう、今後、適正な納税を促す方策についても検討を行う。 
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２ 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し 
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、インボイス制度の影響を受ける小規模
な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図るとともに、本経過措置が租税回避等にも利用されていること
を踏まえ、その防止を図ることとする。 

(1) 現行制度（経過措置）のあらまし 
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(2) 見直しの基本的考え方 
消費者が支払った消費税相当分の一部が、本経過措置により、納税されずに事業者の収入になっており、また、

本経過措置が小規模な国内事業者以外からの仕入れにも適用され、租税回避等にも利用されている実態が確認され
ていることも踏まえ、本経過措置は段階的に縮減することとするが、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内
事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、その最終的な適用期限を２年延長した上で、控除ができる
割合については、令和８年 10 月からは７割、令和 10 年 10 月からは５割、令和 12 年 10 月からは３割と段階
的に縮減していき、令和 13 年９月末をもってその適用を終了する。 
あわせて、本経過措置が租税回避等にも利用されていることを踏まえ、その防止を図る観点から、その課税期間

における一の免税事業者等からの課税仕入れのうち本経過措置の対象とできる上限額を、現行の 10 億円から１億
円に引き下げる。その上で、当該上限額については、取引実態等を踏まえ、今後、更なる引下げについて検討する。 
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